
（公示日７月３日、登録基準日７月２日）

≪期日前投票所≫ ・ 天童市役所１階市民ロビー
　　期　間　　７月４日（金）～１９日(土)
　　時　間　　午前８時３０分 から 午後８時

・ イオンモール天童１階センターコート
　　期　間　　７月１５日（火）～１９日(土)
　　時　間　　午前１０時 から 午後８時　　　　

平成19年7月21日まで

に生まれた人

平成19年7月22日以降

に生まれた人

令和7年4月2日まで

に転入の届出をした人

市外から

転入した人

令和7年4月3日以降 投票できない。

に転入の届出をした人 ただし、転入前の市町村の選挙人名簿に登録

されている人は転入前の市町村で投票できる。

令和7年6月13日まで 投票できる。

に転居の届出をした人 　投票場所は転居後の住所地の投票所となる。

最近住所を変えた人 市内で住所

（平成19年7月21日 を移した人

  までに生まれた人） 令和7年6月14日以降 投票できる。

に転居の届出をした人 　投票場所は転居前の住所地の投票所となる。

令和7年3月3日まで

に転出した人

市外へ

転出した人

転出した日の翌日を第1日として起算し、4ヵ月後の応答日

令和7年3月4日から の前日まで期日前投票ができるが、

令和7年3月19日まで 不在者投票及び選挙の当日の投票はできない。

の間に転出した人  （例：令和7年3月10日に転出した人は、

　　　 令和7年7月10日まで天童市で期日前投票できる。）

ただし、令和7年4月2日までに転出先に転入の届出をし、

転出先の市町村の選挙人名簿に登録された人を除く。

令和7年3月20日以降 天童市の選挙人名簿に登録されている人は、天童市で

に転出した人 投票できる。

ただし、令和7年4月2日までに転出先に転入の届出をし、

転出先の市町村の選挙人名簿に登録された人を除く。

 ＊上記の他に7月2日までに3か月以上天童市に住所があった人。（転出先に登録された人、3月3日までに転出した人を除く。）

※　ご不明な点は、天童市選挙管理委員会にお問い合わせください。 〒994-8510　山形県天童市老野森一丁目１番１号

天童市選挙管理委員会

(023（654）1111　内線512

投票できない。

投票できる。

投票できない。

令和７年７月２０日は参議院議員通常選挙の投票日です。

…天童市で、投票できる人・できない人　早見表…

投票できる。

住所を変えていない人
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